
 
 
 
 
 
 

【月額】 

基本給      円×（独自削減率※①   ％＋削減率※②    ％）＝       円…Ａ 

※①市職労では、独自削減として来年の３月まで、新ライン（２００７年度以降の採用者）の方は

１．７％、旧ラインの方は、２．７％を削減されています。 

※②今回の臨時特例法７．８％削減に伴う削減率は、②１・２級の方は、４．７７％、３〜６級の

方は、７．７７％となります。 

 

【一時金】   

基本給      円×９．７７％※③×２．０５月 ＝         円…Ｂ 

※③一時金の削減率については、一律９．７７％となります。 

【年間の実損額】 

月額分Ａ × ９ヶ月 ＋ 一時金分Ｂ ＝ 年間実損額         円 

※国から提示されている削減実施期間は、月額分で 2013 年 7 月から 2014 年 3 月までの９ヶ月

間。また、その間支払われる一時金は、１２月支払分（６月分を除く）の２．０５月分となります。 

 

 

（計算例） 

例１ 基本給が 222,000 円（２級 21 号俸）で新ラインの場合 

【月額】基本給 222,000 円×（独自削減率 1.7％＋削減率 4.77％）＝14,363 円① 

【一時金】基本給 222,000 円×9.77％×2.05 月＝44,463 円② 

≪年間の実損額≫ 

月額分①×9 ヶ月 ＋ 一時金分② ＝ 年間実損額１７３，７３０円 
 
例２ 基本給が 305,900 円（４級 22 号俸）で旧ラインの場合 

【月額】基本給 305,900 円×（独自削減率 2.7％＋削減率 7.77％）＝32,027 円① 

【一時金】基本給 305,900 円×9.77％×2.05 月＝61,267 円② 

≪年間の実損額≫ 

月額分①×9 ヶ月 ＋ 一時金分② ＝ 年間実損額３４９，５１０円 
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